
８ （県庁東庁舎 １Ｆ） TEL 0852-22-6051

TEL 0855-29-5503

TEL 0852-22-6051

〒697-0041 浜田市片庭町 254 (県合同庁舎 1F) TEL 0855-29-5503
西部人権啓発推進センター

〒690-8501 TEL 0852-22-6051

島根県人権啓発推進センター
松江市殿町 1 (県庁東庁舎 1F)

















しょうがいしゃきほんほう だい じょう ようし

障害者基本法 第19条 -要旨-
かいしゃ しょう ひと のうりょく ひょうか しごと きかい あた しごと つづ

会社は、障がいのある人の能力を評価し、仕事をする機会を与え、仕事が続けられる

ようにしなければなりません。


